
 

 

大林エリア商業活動有限責任事業組合 

組合契約書 

本契約書末尾の署名欄に記載又は記録された者は、共同して事業を営むため、有限責任事業組

合契約に関する法律（以下「有限責任事業組合法」という。）の規定に従い、平成 22 年 11 月 1 日

をもって、以下のとおり、有限責任事業組合契約（以下「本契約」といい、本契約に従い成立する有

限責任事業組合を「本組合」という。）を締結する。 

第１章  総  則 

（名称） 

第１条 本組合の名称は、 大林エリア商業活動有限責任事業組合   とする。 

（事業） 

第２条 組合員は、本組合の事業として、共同で次に掲げる事業を行うことを約する。 

1.   豊田市大林町エリアで商業を営む事業者の事業活動を支援するための事業 

2.   豊田市大林町エリアで商業を営む事業者を対象とした行政支援等の手続きに関する事業 

3.   豊田市大林町エリアで商業を営む事業者の相互交流を活性化させるための事業 

4.   豊田市大林町エリア一帯の地域活性化を目的とするための共同事業 

5.  前各号に附帯関連する一切の業務  

（所在地） 

第３条 本組合の事務所は、 愛知県豊田市大林町 12 丁目 1番地 6 に置く。 

（組合員） 

第４条 本組合の組合員の氏名又は名称及び住所は、別紙１「組合員の氏名又は名称及び住所

並びに出資の目的及びその価額」に記載し又は記載されたとおりとする。 

  ２ 法人が組合員となる場合、当該組合員は速やかに、その職務を行うべき者（以 下「職務執

行者」という。） 1 名を選任し、その者の氏名及び住所を他の全組合員に書面で通知するものとす

る。 

（効力発生日、存続期間） 

第５条 本契約の効力が発生する年月日は、平成 22 年 11 月 1日（以下「効力発生日」という。）と

する。 

  ２ 本組合の存続期間は、本組合成立日（第７条に定義される。）より平成 28 年 3月 31 日まで

の期間（以下「存続期間」という。）とする。 

（有限責任） 

第６条 組合員は、その出資の価額を限度として、本組合の債務を弁済する責任を負う。 

 

 



 

 

第２章 出  資 

（出資） 

第７条 本契約当事者は、平成 22 年 10 月 31 日までに、それぞれ別紙１「組合員の氏名又は名称

及び住所並びに出資の目的及びその価額」に記載又は記録される出資に係る払込又は給付の全

部を履行するものとする。（以下、本契約当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部

を履行した日と効力発生日のいずれか遅い方の日を、以下「本組合成立日」という。）。 

  ２ 組合員は出資額の多少に関わらず、組合活動費として月額１０００円の払込みを履行する。 

  ３ 組合活動費の払い込みは月ごとに行い、特別な場合を除き一括払い込みは行わない。 

第３章 組合の運営 

（職務執行の決定） 

第８条 本組合における業務執行の決定は、総組合員の同意によるものとする。但し、組合の常務

についてはこの限りではない。 

（業務の執行） 

第９条 組合員は、本組合の業務を執行する権利を有し、義務を負う。 

（組合員の義務） 

第１０条 組合員は、本契約に従い、善良なる管理者の注意をもって、自己が分担する職務を行う

ものとする。 

   ２ 組合員は、他の組合員全員の承認を得た場合を除き、自ら又は自らの職務執行者をして、

次に掲げる行為を行ない又は行わせてはならない。 

   （１）自己又は第三者のために本組合の事業の部類に属する取引をすること。 

   ３ 組合員は、次に掲げる場合には、当該取引について他の組合員全員の承認を得なければ

ならない。 

   （１）組合員又はその職務執行者が自己又は第三者のために本組合と取引をするとき。 

   （２）本組合において組合員又はその職務執行者の債務を保証すること、その他組合員又は

職務執行者でない者との間において本組合と当該組合員又は職務執行者との利益が相反する取

引をするとき。 

第４章 組合財産 

（組合財産の帰属） 

第１１条 組合財産は、総組合員の共有に属するものとし、各組合員は、これに対し各自の持分金

額に応じて比例按分した割合による持分（以下「組合持分」という。）を有する。持分金額とは、各組

合員について、その履行した出資の価額に、事業年度ごとに第 16 条（損益の配賦）の規定により

当該組合員に帰属すべき損益を加減し、当該組合員に対し本契約の規定により分配された金銭そ

の他の財産を減じることにより算出される金額をいう。 

 

 



 

 

（組合財産の管理） 

第１２条 組合員は、別紙２「組合財産の管理方法」に定める方法に従い、組合財産を管理するも

のとする。 

第５章 計  算 

（事業年度） 

第１３条 本組合の事業年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31 日までとする。 

（会計帳簿） 

第１４条 組合員は経済産業省令で定めるところにより、会計帳簿を作成するものとする。 

   ２ 各組合員は、経済産業省令で定めるところにより、会計帳簿の写しを受領することができ

る。 

（財務諸表） 

第１５条 組合員は、経済産業省令で定めるところにより、本組合の成立後速やかに、本組合の成

立日における本組合の貸借対照表を作成するものとする。 

   ２ 組合員は、毎事業年度経過後２か月以内に、経済産業省令でさだめるところにより、その

事業年度の本組合の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成するものとす

る。 

第６章 分  配 

（損益の配賦） 

第１６条 本組合の事業に関する損益は、各事業年度末において、別紙３「組合員の損益分配の

割合に関する書面」の記載のとおりの割合に応じて当該組合員に配賦される。 

（組合財産の分配） 

第１７条 組合員は、総組合員の同意を得て、各事業年度経過後３ヶ月以内に、組合財産を組合

員に対して分配するものとする。 

   ２ 前項において、組合財産の分配の日における本組合の剰余金に相当する財産を分配する

場合、組合員は、分配する組合財産の帳簿価額からかかる剰余金に相当する額を控除して得た

額その他必要な事項を、本契約末尾に添付される超過分配額一覧に記載するものとする。 

（公租公課） 

第１８条 法令上組合において納付すべきものを除き、本組合の事業に関し各組合員に課される公

租公課については、当該組合員がこれを負担するものとする。 

  ２ 組合員は、各事業年度における本組合にかかる組合員の所得に関する計算書を、翌事業

年度の１月末日までに管轄の税務署長に提出するものとする。 

第７章 費  用 

（費用の支払） 

第１９条 本組合の事業に関連して発生した費用は、第三者がこれを負担すべきものを除き、組合

財産より支払われるものとし、組合員の固有財産より支払うことは出来ないものとする。 



 

 

第８章 組合員の地位の変動 

（組合員の地位の譲渡） 

第２０条 組合員は、他の組合員全員の書面による同意を得た場合を除き、その組合員たる地位

について、譲渡、質入れ、担保権の設定その他一切の処分をすることができない。 

（組合員の加入） 

第２１条 本組合は、総組合員の同意により決定した条件に従い、新たに組合員を加入させること

ができる。 

   ２ 前項に従い新たに組合員となることを希望する者は、前項に基づき総組合員が決定した条

件に従い、本組合に対し、本組合の定める加入申込書を提出し、かつ、出資の履行を完了したとき

に、本組合の組合員たる地位を取得するものとする。 

（組合員の脱退） 

第２２条 各組合員は、やむを得ない場合を除き、本組合を脱退することができない。 

   ２ 前項に定める場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 

   （１）死亡 

   （２）破産手続開始の決定を受けたこと 

   （３）後見開始の審判を受けたこと 

   （４）除名 

（組合員の除名） 

第２３条 組合員の除名は、以下のいずれかの事由がある場合、他の組合員の一致によってする

ことができる。 

   （１）組合員がその職務を著しく怠った場合 

   （２）その他組合員を除名するにつき正当な事由がある場合。 

   ２ 前項に従い組合員の除名がなされた場合、他の組合員は、直ちに除名した組合員に対し、

その旨を通知するものとする。 

（脱退に伴う組合持分の払戻し） 

第２４条 第２２条（組合員の脱退）の規定に基づき脱退した組合員（以下「脱退組合員」という。）は、

その出資の種類を問わず、第２項に従い、その組合持分の払戻しを受けることができる。 

   ２ 脱退組合員が払戻しを受けることができる価額（以下「持分払戻額」という。）は、脱退当時

における脱退組合員の持分金額とし、組合員は、総組合員の同意により定められた時期及び方法

に従い、脱退組合員に対して持分払戻額を支払うものとする。 

 

 

 

 

 

 



 

 

第９章 解散及び清算 

（解散） 

第２５条 本組合は、次に掲げる事由によって解散する。 

（１）第２条（事業）に掲げる事業の成功又はその成功の不能 

（２）組合員が一人になったこと 

（３）組合員に居住者又は内国法人のいずれかに該当する者が一人もいなくなったこと 

（４）存続期間の満了 

（５）総組合員が解散に同意したこと 

（６）やむを得ない理由により組合員から解散の請求がなされたこと 

   ２ 前項にかかわらず、前項第（２）号又は第（３）号に掲げる事由が生じた場合、当該事由が

生じた日から２週間以内であって本組合の解散の登記をする日までに、第２１条（組合員の加入）

に基づき新たに組合員（但し、同第（３）号に掲げる事由にあっては居住者又は内国法人である組

合員）が本組合に加入したときは、本組合は解散せず、従前のまま存続する。 

（清算人） 

第２６条 本組合が解散した場合、総組合員の過半数をもって組合員の中から本組合の清算人を

１名選任する。 

   ２ 清算人は、いつでも、総組合員の過半数をもって解任することができる。 

   ３ 法人が清算人である場合には、当該法人は、速やかにその職務執行者を１名選任し、そ

の者の氏名及び住所を他の組合員全員に書面で通知するものとする。 

（清算人の権限等） 

第２７条 清算人は、以下の事項に関し職務を行ない、これに必要な裁判上及び裁判外の一切の

権限を有する。 

    （１）本組合の現務の結了 

    （２）本組合の債権の取立て及び債務の弁済 

    （３）組合員への残余財産の分配 

    （４）その他前各号の職務を行なうため必要な一切の行為 

   ２ 清算人は、職務執行の対価として、総組合員の過半数をもって別途定める報酬を受領する

ことができる。 

   ３ 本組合の清算手続きに必要な費用は、第三者がこれを負担すべきものを除き、組合財産

より支払われるものとする。 

（残余財産の分配） 

第２８条 清算人は、組合債務の弁済が完了した後遅滞なく、本組合の残余財産を、組合持分の

割合に応じ、各組合に分配するものとする。但し、組合債務のうちその存否又は額について争いの

あるものにつき、その弁済のため必要と認められる組合財産を留保した場合には、当該組合債務

を弁済する前に残余財産を分配することを妨げない。 

 



 

 

（清算事務の終了） 

第２９条 清算人は、清算事務が酋長したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認

を得るものとする。 

（清算手続き中における特則） 

第３０条 第４章から第８章までの規定（但し、第１１条（組合財産の帰属）及び第１３条（事業年度）

を除く。）は、清算手続の開始後はこれを適用しない。 

第１０章 雑  則 

（通知を受領した場合の取扱い） 

第３１条 組合員又は職務執行者が本組合に対する通知又は催告を受領したときは、速やかにそ

の通知又は催告の内容を、第９条の業務分担により定めら他担当組合員に通知するものとする。 

（本契約の変更） 

第３２条 本契約の各条項に基づく本契約の変更その他本契約の変更（但し、効力発生日の変更

及び第２２条の規定に基づく脱退により別紙２に生じる変更を除く。）は総組合員の同意により、こ

れを行なうことができる。 

   ２ 前項により本契約が変更された場合、組合員は、組合契約書の変更及び登記の変更その

他必要な手続をとるものとする。 

（管轄の合意） 

第３３条 本契約に基づき又は本契約に関連して生ずる全ての紛争については、名古屋地方裁判

所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

第１１章 附  則 

（初年度の事業年度） 

第３４条 本組合の初年度の事業年度は、本組合成立日から平成 23 年 3月 31 日までとする。 

  

本契約を成立させるため、この組合契約書２通を作成し、各組合員がこれに署名若しくは記名・押

印のうえ、その原本を本組合の主たる事務所に保管し、各組合員はその写しを保持する。 

  

平成 22 年 10 月 1 日 

 


